
第３回 利尻礼文サロベツ国立公園管理計画検討会 議事要旨 
 
１．日時 平成 18 年 11 月 30 日（木） 9:30～11:30 
２．場所 稚内地方合同庁舎 3 階 第 1 会議室 
３．出席者 
 ＜検討員＞ 
  愛甲検討員、高田検討員、宮本検討員 
 ＜関係団体＞ 
  宗谷森林管理署、留萌北部森林管理署、稚内開発建設部、留萌開発建設部、宗谷支庁、 
  稚内土木現業所、留萌支庁、稚内市、豊富町、幌延町、礼文町、利尻町、利尻富士町 
 ＜事務局＞ 
  統括自然保護企画官、国立公園・保全整備課長、稚内自然保護官等 
 
４．議事概要 
 
（１） 開会  
（２） 挨拶  
（３） 議題１：利尻礼文サロベツ国立公園管理計画の改定案について  

■ 事務局より「利尻礼文サロベツ国立公園管理計画書（原案）」の説明 
■ 質疑応答 
（稚内開発建設部） 
・ 「④サロベツ管理計画区の概況」において、自然再生協議会の全体構想との関連か

ら、「農業と共存」は「農業と共生」と修正したい。 
（高田検討員） 
・ 「利尻礼文サロベツ国立公園の自然環境」において、「風衝地形」とあるが、「地形」

と「植生」のどちらを指しているのかわからない。 
・ 「海岸砂丘地域」の特徴について、「湖沼湿原群」とあるが、「砂丘間湿地」、「砂丘

間湖沼」のほうが合っている。ここに「風衝林」を加えてもよい。 
・ 「サロベツ原野」の特徴について「低平地における国内最大規模の高層湿原」とあ

るが「国内最大規模の高層湿原」という表現が適当。 
・ 「サロベツ原野」の特徴について、「湿地植生」は「湿原」とかぶるため、「湿地溝」、

「海跡湖」、「水鳥の中継地」等の表現が良いのではないか。 
・ 「①利尻管理計画区の概況」において、伏流水、湧水があるので「山麓部に豊富な

湧水をもたらす」といった表現を加える。 
・ 「③海岸砂丘管理計画区の概況」における砂丘林の長さについて、具体的な数字を

入れる。 



・ 「④サロベツ管理計画区の概況」において、「４千年」という記述は再度確認して

みたい。 
・ 「④サロベツ管理計画区の概況」における瞳沼について、「国内最大級」とあるが、

再度確認してみたい。 
・ 「④サロベツ管理計画区の概況」において、サロベツ湿原のササ侵入の原因は、様々

な意見があるので「ササの侵入拡大が懸念される」といった表現に変える。 
・ 「④サロベツ管理計画区の概況」において、シマアオジは全国的に非常に激減して

いる中、サロベツでは極めて貴重な安定個体群である。 
・ 「２管理の基本方針」の将来目標について、現在も目標であり、将来もという意味

から「将来にわたる目標」に変える。 
・ 「③高山植物や野生動物が身近に感じられる公園とする」の最後を「…環境の整備

を進める」といった表現にすると次期公園計画での議論に結びつくのではないか。 
・ 「３風致景観及び自然環境の保全に関する事項」の「②海岸線から生育する高山植

物群落」において、前回会議で車両乗り入れによる植生の衰退について課題となっ

ていた。それについて追記してはどうか。 
・ これは質問だが、北海道と環境省で「長距離自然歩道計画」を行っているが、これ

と本公園の関係はどうなっているか。 
（事務局） 
・ 「長距離自然歩道計画」については、P.50 の「北海道自然歩道線」が公園計画上位

置づけられていることから、順次整備する方向で考えている。また、「長距離自然

歩道」は公園内外に計画があり、北海道と協力して進めていく。 
  （愛甲座長） 

・ 将来目標を記載したが、例えば、「利尻山の景観を確保する」という目標に対して、

「各管理計画区の管理方針」には関連する記述があるが、基本方針にはこの部分に

対応する記載がない。全体的に整理が必要である。 
  （利尻富士町） 

・ 「４適正な公園利用の推進に関する事項」の利尻管理計画区において、「トイレ利

用のための」といった表現はトイレ施設を利用するためと誤解されるので、「排便

のための」といった表現としたい。 
  （愛甲座長） 

・ 「２管理の基本方針」の「フットパス、ホーストレッキング」について、構想段階

のものは段階に応じて書かないと、今後重荷にならないか気になった。 
・ 「（２）利用の制限」について、かなり細かく書かれているが、ここまで書かなく

ても良いのではないか。 
  （高田検討員） 

・ 今後数年この計画が機能することを考えれば、問題になる項目を記載することは良



いと考える。また、誰でもできることが書かれているので良いと考える。 
（宮本検討員） 
・ 今、利尻登山の何カ所かで利用状況調査をしているが、登山道の利用状況を把握し

ていくことを記述してはどうか。 
（事務局） 
・ 手元に資料はないが、利尻富士の登山道等には利用者数カウンターを設置している。

現在はデータを取っている段階だが、今後はいろんな場面で結果を活用していきた

い。 
（愛甲座長） 
・ 「礼文管理計画区」について。道路の緑化、治山等について追記したとの説明があ

ったが礼文町はいかがか。 
（礼文町） 
・ 道路緑化について、ワラムシロやマザーソイル工法と具体的にあがっている。自然

種子に期待することに異議はないが、例えば自生しなかった場合、利用者から見て、

そこだけ草が生えていないのは問題ないのかなど、その工法が果たして良いのかは

判断が難しい。 
（稚内土木現業所） 
・ 規模による工法など具体的な記載が多く、将来的に縛りとなるので、工法の考え方

を述べるまでにとどめてはどうか。現在、マザーソイル工法等も行っているが、ま

だ試行段階である。 
（事務局） 
・ 例示であり、他の工法を否定するわけではない。離島は基本的に外部からの持ち込

みではなく、自然種子による植生の復元が良いと考えているが、早期緑化が必要な

箇所等については、必要に応じてその他の工法もあり得る。特別保護地区など場所

ごとに調整しながら進めたい。 
（宮本検討員） 
・ 希少植物が礼文島の一つの魅力であり、その魅力を失うことなく、礼文が緑化の最

先端の技術を生み出す地域となるよう、実際に工事をする関係機関にも工法を考え

ていただきたい。 
  （稚内市） 

・ 浜勇知付近は年々浸食が進んでおり、地域全体で問題視している。自然景観保全の

点で、何か記載の必要があるのではないか。 
（事務局） 
・ 浜勇知付近は現在、稚内市、土木現業所と協力して、モニタリングし、その状況に

ついて年１回、地域の方も含め情報交換を行っているが、環境省としては海岸侵食

に対して実施できるメニューがない。 



（愛甲座長） 
・ 公園事業の取扱方針には入れにくいかもしれないが、海岸が失われれば風景も台無

しとなるので、第 3 章の風致景観の項目に入れることができるのではないか。 
（留萌支庁） 
・ 「南サロベツ海浜景観再生プラン」については、現在、留萌支庁が事務局となって

協議会を設置し、地元ＮＰＯ等の協力のもと、穴埋め、緑化を進めているが、予算

が無く、緑化には何十年とかかるので、環境省でもイニシアチブをとってやってい

ただきたい。 
（事務局） 
・ 具体的な話なので別途調整したいと思う。ただし、環境省にもできる部分とできな

い部分がある。 
（稚内土木現業所） 
・ 「円山稚咲内線」について、防雪柵の設置基準が具体的で強い表現になっているが、

「原則」などの表現を入れてはどうか。 
（事務局） 
・ 原生花園の高層湿原の場所においては、収納式は埋め込みが物理的に難しく、視線

誘導標等で対応できると考え、担当者レベルで協議し、現地の状況に合わせて記載

した。表現も踏まえ、実際に可能なのかも併せて教えていただければ、検討する。 
  （礼文町） 

・ 礼文島は場所的にも不便で、それだけに自然が残されていると思うが、不便なとこ

ろだからこそレンジャーあるいはアクティブレンジャーがいて、協力者が集まれる

拠点も必要だと思う。 
（事務局） 
・ 以前からレンジャーについて礼文島からの要望が出ていて、できる範囲で対応して

いる。三位一体の改革で国立公園については基本的に国で整備することと整理され

ているが、すべての施設を環境省が整備できるというわけではない。地域制公園と

いうこともあり地元関係機関等の協力を得ながら対応していきたい。 
（愛甲座長） 
・ 「その他」として事務局から何かあるか。 
（事務局） 
・ 活発なご意見をいただいた。ご指摘を踏えて修文を検討する。また、これ以外にも

あれば後日連絡を願いたい。今後の流れについてフロー図（資料 2-1）で説明する。 
・ 修正文はまず検討会委員に確認、調整していただくのでご協力願いたい。 
・ その後、パブリックコメントは 12 月に開始の予定である。第 4 回検討会は 2 月を

予定しており、この際にはパブリックコメントのとりまとめと対応意見を示し、計

画書の案の検討を行いたい。 



  （利尻町） 
・ リシリヒナゲシは、国内唯一のケシ科ケシ属で、利尻山でしか見ることができない

が、自生地は非常に危うく、ここ何年かで対策を行わなければ絶滅すると言っても

過言ではない。今回はともかく、今後の管理計画にはリシリヒナゲシの現状と課題

等を記載して欲しい。また環境省のほうでも本省も含め、リシリヒナゲシについて

認識を改めて欲しい。 
（事務局） 
・ 情報をいただいたので、国立公園と希少生物の観点で、環境省のみでなく関係機関、

専門家の方々のご意見をいただきながら考えていきたい。 
（愛甲座長） 
・ 各資料が HP に公開されているが、HP の存在を知らない、また知っていても全て

の人が HP を利用できるわけではないため、関係機関や特に地域の自治体の方は、

関心のある市民の方々に見てもらえる配慮をお願いしたい。 
 

（４） 開会 （事務局） 


